
国 水 防 第 ５ ８ ８ 号

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日

各都道府県知事 殿

国土交通省水管理・国土保全局長

（公 印 省 略）

公共土木施設災害復旧事業査定方針の一部改正について（通知）

標記について、別添のとおり改正したので通知する。

なお、貴管内市（指定都市を除く。）町村に対しても周知願います。
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別
添公

共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
査
定
方
針
（
昭
和
三
十
二
年
七
月
十
五
日

建
河
発
第
三
百
五
十
一
号
）

改

正

案

現

行

第
一
～
第
十
一
（
略
）

第
一
～
第
十
一

（
略
）

（
机
上
査
定
）

（
机
上
査
定
）

第
十
二

査
定
は
原
則
と
し
て
実
地
に
て
行
う
も
の
と
す
る
が
、
申
請
額
が
一
千
万
円
未

第
十
二

査
定
は
原
則
と
し
て
実
地
に
て
行
う
も
の
と
す
る
が
、
申
請
額
が
三
百
万
円
未

満
の
箇
所
又
は
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
実
地
査
定
が
困
難
で
あ
る
箇
所
に
つ
い
て

満
の
箇
所
又
は
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
実
地
査
定
が
困
難
で
あ
る
箇
所
に
つ
い
て

は
、
現
地
土
木
事
務
所
等
に
お
い
て
机
上
に
て
査
定
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場

は
、
現
地
土
木
事
務
所
等
に
お
い
て
机
上
に
て
査
定
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場

合
に
は
、
写
真
、
査
定
設
計
書
等
に
よ
り
被
災
の
事
実
、
被
災
の
程
度
等
を
十
分
検
討

合
に
は
、
写
真
、
査
定
設
計
書
等
に
よ
り
被
災
の
事
実
、
被
災
の
程
度
等
を
十
分
検
討

の
う
え
、
慎
重
に
採
否
を
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

の
う
え
、
慎
重
に
採
否
を
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

第
十
三
～
第
十
九

（
略
）

第
十
三
～
第
十
九

（
略
）



○
公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
査
定
方
針
〔
昭
和
三
十
二
年
七
月
十
五
日
建 

河 

発 

第
三
百
五
十
一
号
〕 

最
終
改
正 

令
和
四
年
四
月
一
日 

国
水
防
第
五
八
八
号 

水
管
理
・
国
土
保
全
局
長
通
知 

 
 

 

（
目
的
） 

第
一 

災
害
復
旧
事
業
の
査
定
は
、
公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
負
担
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
、
法
施
行
令
、
法
施
行
規
則
及
び
法
事
務
取
扱
要
綱
（
以
下
「
要 

綱
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
査
定
方
針
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

（
災
害
原
因
の
調
査
） 

第
二 

災
害
原
因
の
調
査
に
つ
い
て
は
、
被
災
施
設
の
原
形
及
び
被
災
状
況
を
調
査
す
る
と
と
も
に
、
特
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
留
意
し
て
行
な
う
も
の
と
す
る
。 

(一) 

降
雨
に
つ
い
て
は
、
最
大
二
十
四
時
間
雨
量
、
連
続
雨
量
並
び
に
こ
れ
ら
の
時
間
的
変
化
及
び
地
域
的
分
布
状
況 

 

(二) 

洪
水
に
つ
い
て
は
、
洪
水
位
、
洪
水
流
量
、
洪
水
継
続
時
間
、
流
送
土
砂
量
等 

 

(三) 

融
雪
に
つ
い
て
は
、
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
積
雪
量
、
気
温
の
変
化
、
流
氷
、
な
だ
れ
等 

 

(四) 

暴
風
に
つ
い
て
は
、
風
向
、
風
速
、
気
圧
等
及
び
こ
れ
ら
の
時
間
的
関
係 

 

(五) 

高
潮
又
は
波
浪
に
つ
い
て
は
、
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
潮
位
、
潮
位
偏
差
、
波
高
等
及
び
こ
れ
ら
の
時
問
的
関
係 

 

(六) 

地
す
べ
り
に
つ
い
て
は
、
降
雨
量
等
、
地
す
べ
り
の
地
域
及
び
そ
の
地
質
並
び
に
す
べ
り
面
の
位
置
及
び
地
盤
の
移
動
の
状
況 

 

(七) 

地
震
に
つ
い
て
は
、
震
度
、
震
源
地
等 

（
採
択
の
範
囲
等
） 

第
三 

災
害
復
旧
事
業
の
採
択
に
際
し
、
降
雨
、
洪
水
、
暴
風
、
高
潮
、
波
浪
、
津
波
又
は
地
す
べ
り
に
よ
る
災
害
で
次
の
各
号
の
一
に
該
当
し
な
い
も
の
は
、
原
則
と
し
て
採

択
し
な
い
も
の
と
す
る
。 

(一) 

河
川
に
あ
つ
て
は
警
戒
水
位
（
警
戒
水
位
の
定
め
が
な
い
場
合
は
河
岸
高
（
低
水
位
か
ら
天
端
ま
で
の
高
さ
を
い
う
。
）
の
五
割
程
度
の
水
位
）
以
上
の
出
水
に
よ
り
発

生
し
た
災
害
。
た
だ
し
、
河
床
低
下
等
河
状
の
変
動
に
よ
り
警
戒
水
位
の
定
め
が
不
適
当
な
場
合
に
お
け
る
当
該
警
戒
水
位
未
満
の
出
水
に
よ
り
発
生
し
た
災
害
又
は
比

較
的
長
期
間
に
わ
た
る
融
雪
出
水
等
に
よ
り
発
生
し
た
災
害
を
含
む
。 

(二) 

河
川
以
外
の
公
共
土
木
施
設
に
あ
つ
て
は
最
大
二
十
四
時
間
雨
量
八
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
降
雨
に
よ
り
発
生
し
た
災
害
。
た
だ
し
、
最
大
二
十
四
時
間
雨
量
八
十

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
降
雨
に
よ
り
発
生
し
た
災
害
で
あ
つ
て
も
、
時
間
雨
量
等
が
特
に
大
で
あ
る
場
合
を
含
む
。 

 

(三) 

最
大
風
速
十
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
風
に
よ
り
発
生
し
た
災
害 

 

(四) 

暴
風
若
し
く
は
そ
の
余
波
に
よ
る
異
常
な
高
潮
若
し
く
は
波
浪
（
う
ね
り
を
含
む
。
）
又
は
津
波
に
よ
り
発
生
し
た
災
害
で
被
災
の
程
度
が
比
較
的
軽
微
と
認
め
ら
れ 

な
い
も
の 



 
(五) 

地
す
べ
り
に
よ
り
発
生
し
た
地
す
べ
り
防
止
施
設
の
災
害
に
あ
つ
て
は
、
地
す
べ
り
が
発
生
し
た
区
域
の
う
ち
、
被
災
前
の
地
す
べ
り
防
止
施
設
に
よ
り
一
定
の
ブ
ロ 

ッ
ク
が
概
成
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
災
害 

２ 

法
第
六
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
法
の
適
用
の
な
い
災
害
復
旧
事
業
の
決
定
に
あ
た
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
留
意
す
る
も
の
と
す
る
。 

(一) 

法
第
六
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
「
工
事
の
費
用
に
比
し
て
そ
の
効
果
の
著
し
く
小
さ
い
も
の
」
に
つ
い
て
は
、
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
す
る
経
済 

効
果
そ
の
他
復
旧
に
よ
る
効
果
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
採
否
を
決
定
す
る
こ
と
。 

(二) 

要
綱
第
十
二
第
五
号
に
い
う
「
堤
体
に
被
害
の
な
い
場
合
」
と
は
、
原
則
と
し
て
漏
水
止
め
の
応
急
工
事
を
施
行
し
て
い
な
い
場
合
を
い
い
、
同
第
八
号
に
い
う
「
直 

接
影
響
の
な
い
程
度
の
河
床
又
は
海
岸
地
盤
の
低
下
」
と
は
、
基
礎
工
が
露
出
し
な
い
程
度
又
は
基
礎
工
が
露
出
し
た
場
合
に
あ
つ
て
も
堤
防
護
岸
等
の
安
全
に
支
障
が 

な
い
、
又
は
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
程
度
の
河
床
又
は
海
岸
地
盤
の
低
下
を
い
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

(三) 

法
第
六
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
「
明
ら
か
に
設
計
の
不
備
又
は
工
事
施
行
の
粗
漏
に
基
因
し
て
生
じ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
災
害
に
係
る
も
の
」
に
つ
い
て
は
、 

異
常
天
然
現
象
の
程
度
、
当
該
施
設
の
築
造
後
の
経
過
年
数
、
被
災
施
設
の
原
形
等
を
調
査
検
討
の
う
え
慎
重
に
決
定
す
る
こ
と
。
特
に
工
事
竣
工
後
一
箇
年
以
内
に
被

災
し
た
施
設
に
係
る
災
害
復
旧
事
業
に
つ
い
て
は
、
そ
の
原
因
を
よ
く
調
査
検
討
の
う
え
採
否
を
決
定
す
る
こ
と
。 

(四) 

成
功
認
定
、
中
間
検
査
等
及
び
会
計
検
査
院
の
検
査
の
結
果
、
工
事
の
出
来
高
が
不
足
し
て
い
る
も
の
又
は
工
事
の
施
行
が
粗
漏
で
復
旧
の
目
的
を
達
し
て
い
な
い
も 

の
と
し
て
指
摘
さ
れ
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
国
土
交
通
大
臣
が
手
直
工
事
又
は
補
強
工
事
を
命
じ
た
箇
所
で
当
該
工
事
が
未
完
了
で
あ
る
こ
と
に
基
因
し
て
災
害
を
受
け
た 

と
認
め
ら
れ
る
場
合
の
災
害
復
旧
事
業
は
、
法
第
六
条
第
一
項
第
四
号
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
採
択
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 

(五) 

前
災
が
法
第
六
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
失
格
と
な
り
、
又
は
「
異
常
な
天
然
現
象
に
よ
ら
な
い
」
若
し
く
は
「
維
持
工
事
で
あ
る
」
と
い
う
理
由 

に
よ
り
欠
格
と
な
つ
た
箇
所
で
、
当
該
箇
所
に
係
る
災
害
復
旧
工
事
の
未
着
手
の
も
の
に
つ
い
て
新
た
な
災
害
が
生
じ
た
場
合
は
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
を
除 

き
、
法
第
六
条
第
一
項
第
五
号
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
採
択
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 

イ 

失
格
又
は
欠
格
と
な
つ
た
後
、
復
旧
す
る
た
め
に
必
要
な
手
続
を
と
る
時
間
的
余
裕
が
な
い
場
合 

 
 
 

ロ 

復
旧
し
て
い
た
と
し
て
も
被
災
し
た
で
あ
ろ
う
と
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
程
度
の
大
災
害
が
発
生
し
た
場
合 

(六) 

要
綱
第
十
四
第
二
号
に
い
う
「
河
道
が
著
し
く
埋
そ
く
し
た
」
と
は
、
原
則
と
し
て
河
道
断
面
の
三
割
程
度
以
上
の
埋
そ
く
又
は
流
木
が
著
し
く
堆
積
し
た
場
合
を
い 

い
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
掘
さ
く
す
る
土
量
は
、
自
然
流
下
等
に
よ
る
流
失
量
を
考
慮
し
て
災
害
に
よ
る
堆
積
量
の
七
割
を
基
準
と
し
、
流
木
除
去
に
つ
い
て
は
、
流 

木
堆
積
量
の
全
量
を
対
象
と
し
て
決
定
す
る
こ
と
。
「
砂
防
え
ん
堤
の
埋
没
」
と
は
、
流
木
止
め
施
設
に
流
木
が
著
し
く
堆
積
し
た
場
合
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。 

(七) 

要
綱
第
十
七
第
一
項
に
い
う
「
直
高
一
メ
ー
ト
ル
未
満
の
小
堤
」
の
直
高
に
つ
い
て
は
、
被
災
箇
所
の
局
部
的
直
高
の
ほ
か
、
そ
の
前
後
の
直
高
を
も
考
慮
す
る
こ
と
。 

(八) 

要
綱
第
十
七
第
二
項
の
被
災
箇
所
の
総
幅
員
の
認
定
に
あ
た
り
、
道
路
に
あ
つ
て
は
被
災
箇
所
の
総
幅
員
が
不
明
確
な
場
合
又
は
地
形
的
に
特
別
の
状
況
に
あ
る
た
め 

当
該
被
災
箇
所
の
前
後
の
総
幅
員
と
異
な
る
場
合
は
、
当
該
被
災
箇
所
の
前
後
の
総
幅
員
を
勘
案
し
て
相
当
と
認
め
ら
れ
る
距
離
を
当
該
被
災
箇
所
の
総
幅
員
と
す
る
と 

と
も
に
、
橋
梁
に
あ
つ
て
は
被
災
橋
梁
の
総
幅
員
が
二
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
つ
て
も
一
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
橋
梁
の
前
後
の
道
路
の
総
幅
員 



が
二
メ
ー
ト
ル
以
上
あ
る
と
き
は
、
当
該
橋
梁
の
総
幅
員
が
二
メ
ー
ト
ル
以
上
あ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

（九） 

下
水
道
の
排
水
施
設
の
埋
そ
く
に
係
る
災
害
復
旧
事
業
を
採
択
す
る
場
合
に
お
い
て
掘
削
す
る
土
量
は
、
自
然
流
下
等
に
よ
る
流
失
量
を
考
慮
し
て
災
害
に
よ
る
堆
積 

量
の
七
割
を
基
準
と
し
て
決
定
す
る
こ
と
。 

３ 

災
害
復
旧
事
業
と
し
て
採
択
し
た
後
廃
工
さ
れ
た
箇
所
が
再
申
請
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
新
た
な
被
災
の
事
実
を
確
認
の
う
え
採
否
を
決
定
す
る
こ
と
。 

４ 

要
綱
第
三
第
二
号
ト
に
い
う
「
広
範
囲
に
わ
た
つ
て
被
災
し
、
そ
の
被
災
の
程
度
が
激
甚
で
あ
り
」
と
は
、
河
川
に
あ
つ
て
は
堤
防
若
し
く
は
河
岸
の
欠
壊
（
こ
の
場
合

に
お
け
る
欠
壊
は
、
原
則
と
し
て
、
有
堤
部
に
あ
つ
て
は
法
尻
か
ら
天
端
ま
で
、
無
堤
部
に
あ
つ
て
は
河
床
か
ら
地
盤
高
ま
で
の
部
分
が
す
べ
て
欠
壊
す
る
こ
と
を
い
う
。
）

区
間
又
は
土
砂
等
に
よ
る
河
道
埋
塞
（
こ
の
場
合
に
お
け
る
河
道
埋
塞
は
、
原
則
と
し
て
河
道
断
面
の
五
割
程
度
以
上
埋
塞
す
る
こ
と
を
い
う
。）
区
間
の
延
長
が
一
定
計
画

で
復
旧
す
る
区
間
の
延
長
の
八
割
程
度
以
上
あ
る
場
合
を
い
う
も
の
と
し
、
海
岸
、
砂
防
設
備
及
び
道
路
に
あ
つ
て
は
、
河
川
の
欠
壊
又
は
河
道
埋
塞
の
場
合
に
準
ず
る
程

度
の
被
害
が
あ
る
場
合
を
い
う
も
の
と
し
、
下
水
道
に
あ
つ
て
は
、
排
水
施
設
の
破
壊
（
こ
の
場
合
に
お
け
る
破
壊
は
、
原
則
と
し
て
、
開
渠
に
あ
つ
て
は
、
水
路
底
か
ら

地
盤
高
ま
で
、
暗
渠
に
あ
つ
て
は
、
構
造
物
が
破
壊
す
る
こ
と
を
い
う
。
）
又
は
終
末
処
理
場
の
堤
防
の
欠
壊
（
こ
の
場
合
に
お
け
る
欠
壊
は
、
原
則
と
し
て
、
法
尻
か
ら
天

端
ま
で
の
部
分
が
す
べ
て
欠
壊
す
る
こ
と
を
い
う｡

)

区
間
の
延
長
が
一
定
計
画
で
復
旧
す
る
区
間
の
延
長
の
八
割
程
度
以
上
あ
る
場
合
を
い
う
も
の
と
す
る
。 

５ 

要
綱
第
十
五
の
二
第
二
号
に
い
う
「
欠
壊
が
広
範
囲
に
わ
た
り
、
か
つ
、
欠
壊
の
程
度
が
激
甚
で
あ
る
」
と
は
、
前
項
に
定
め
る
場
合
の
ほ
か
、
欠
壊
区
間
の
延
長
が
災

害
関
連
事
業
と
し
て
策
定
す
る
計
画
区
間
の
五
割
程
度
以
上
と
な
る
場
合
を
含
む
も
の
と
し
、
「
一
定
計
画
」
と
は
、
要
綱
第
三
第
二
号
ト
に
い
う
「
一
定
計
画
」
の
ほ
か
、

欠
壊
区
間
の
延
長
が
災
害
関
連
事
業
の
計
画
区
間
の
五
割
程
度
以
上
と
な
る
場
合
の
当
該
災
害
関
連
事
業
の
一
定
計
画
を
含
む
も
の
と
す
る
。 

６ 

要
綱
第
三
第
二
号
リ
の
取
扱
い
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

(一) 
｢

治
水
上
又
は
道
路
交
通
上
当
該
被
災
施
設
を
原
形
に
復
旧
す
る
こ
と
が
著
し
く
不
適
当
な
場
合
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
の
一
に
該
当
す
る
場
合
を
い
う
。 

 
 

イ 

当
該
橋
梁
に
係
る
河
川
の
洪
水
流
量
の
増
大
し
た
場
合
、
河
床
の
変
動
し
た
場
合
、
河
川
の
勾
配
が
急
な
場
合
又
は
流
木
、
流
氷
、
転
石
等
が
多
い
場
合 

 
 

ロ 

当
該
被
災
部
分
が
当
該
橋
梁
に
係
る
河
川
の
流
心
部
又
は
水
衝
部
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合 

 

ハ 

当
該
橋
梁
に
係
る
海
岸
の
越
波
量
が
増
大
し
た
場
合 

 

ニ 

当
該
橋
梁
に
係
る
自
動
車
の
交
通
量
が
一
日
百
台
以
上
で
あ
る
場
合
。
こ
の
場
合
の
交
通
量
の
認
定
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
道
路
管
理
者
に
よ
る
交
通
量
調
査 

の
資
料
に
基
づ
い
て
行
な
う
も
の
と
す
る
。 

 
 

ホ 

当
該
橋
梁
が
定
期
バ
ス
路
線
又
は
定
期
貨
物
自
動
車
路
線
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合 

 
 

へ 

当
該
橋
梁
が
官
公
署
、
学
校
、
病
院
、
郵
便
局
、
停
車
場
等
の
公
共
的
施
設
に
通
ず
る
路
線
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合 

(二) 
｢

必
要
最
小
限
度
に
お
い
て
、
当
該
木
橋
又
は
木
造
部
分
の
全
部
又
は
一
部
を
永
久
構
造
と
し
て
施
行
す
る
工
事
」
の
取
扱
い
は
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
基
準
に
よ

る
。 

 
 

イ 

当
該
木
橋
又
は
木
造
部
分
の
延
長
の
全
部
が
被
災
し
た
場
合
又
は
三
分
の
二
以
上
被
災
し
、
か
つ
、
当
該
被
災
部
分
の
み
を
永
久
構
造
と
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
取
合 



せ
等
が
不
適
当
と
な
る
場
合
で
、
前
号
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
木
橋
又
は
木
造
部
分
の
全
部
を
永
久
構
造
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該

橋
梁
の
河
川
の
流
心
部
又
は
水
衝
部
に
係
る
木
造
部
分
の
延
長
の
全
部
が
被
災
し
た
場
合
又
は
三
分
の
二
以
上
が
被
災
し
、
か
つ
、
当
該
被
災
部
分
の
み
を
永
久
構
造

と
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
取
合
せ
等
が
不
適
当
と
な
る
場
合
は
、
当
該
流
心
部
又
は
水
衝
部
の
み
に
係
る
木
造
部
分
の
全
部
を
永
久
構
造
と
す
る
。 

 
 

ロ 
イ
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
当
該
木
橋
又
は
木
造
部
分
の
延
長
の
二
分
の
一
以
上
が
被
災
し
た
場
合
又
は
当
該
橋
梁
の
河
川
の
流
心
部
若
し
く
は
水
衝
部
に
係
る
木 

造
部
分
の
延
長
の
二
分
の
一
以
上
が
被
災
し
た
場
合
で
、
前
号
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
被
災
部
分
の
み
を
永
久
構
造
と
す
る
。 

(三) 

当
該
橋
梁
が
一
般
国
道
又
は
道
路
法
第
五
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
し
た
主
要
な
都
道
府
県
道
若
し
く
は
市
道
（
以
下
「
主
要
地
方
道
」
と
い
う
。） 

に
係
る
も
の
で
あ
つ
て
永
久
構
造
の
橋
梁
と
し
て
改
良
さ
れ
る
こ
と
が
確
定
し
て
い
る
場
合
又
は
予
想
さ
れ
る
場
合
に
は
、
永
久
構
造
と
し
て
採
択
し
な
い
も
の
と
す
る
。 

(四) 

当
該
橋
梁
が
潜
水
橋
で
あ
る
場
合
は
、
原
則
と
し
て
永
久
構
造
と
し
て
採
択
し
な
い
も
の
と
す
る
。 

７ 

要
綱
第
三
第
二
号
ヌ
に
お
い
て
、
被
災
橋
梁
が
潜
水
橋
で
あ
る
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
け
た
下
高
を
上
げ
な
い
も
の
と
す
る
。 

（
直
轄
工
事
施
行
区
域
内
の
災
害
） 

第
四 

直
轄
工
事
施
行
区
域
内
に
発
生
し
た
災
害
に
係
る
災
害
復
旧
事
業
に
つ
い
て
は
、
直
轄
河
川
災
害
復
旧
事
業
等
事
務
取
扱
要
綱
に
基
づ
く
直
轄
河
川
災
害
復
旧
事
業
等

と
の
関
係
を
充
分
検
討
の
う
え
採
否
を
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
災
害
復
旧
事
業
の
査
定
は
、
関
係
直
轄
事
務
所
の
立
会
の
う
え
行
な
う
も
の
と
す
る
。 

（
他
の
事
業
の
計
画
区
域
内
の
災
害
） 

第
五 

災
害
復
旧
事
業
以
外
の
事
業
（
以
下
「
他
の
事
業
」
と
い
う
。）
の
計
画
区
域
内
に
新
た
に
発
生
し
た
災
害
に
係
る
災
害
復
旧
事
業
を
採
択
す
る
場
合
に
は
、
次
の
各
号

に
定
め
る
基
準
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

 

(一) 

在
来
施
設
が
被
災
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
必
要
最
小
限
度
の
工
法
に
よ
り
採
択
す
る
こ
と
。 

 

(二) 

他
の
事
業
に
よ
り
竣
功
し
、
か
つ
、
独
立
し
た
機
能
を
有
す
る
施
設
が
被
災
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
他
の
事
業
に
よ
り
竣
功
し
た
完
成
断
面
を
対
象
と
し
て 

採
択
す
る
こ
と
。 

（
兼
用
工
作
物
及
び
他
省
他
局
と
の
関
係
に
あ
る
施
設
に
係
る
災
害
） 

第
六 

国
土
交
通
省
が
所
管
す
る
兼
用
工
作
物
（
農
林
水
産
省
が
所
管
す
る
施
設
に
係
る
も
の
並
び
に
国
土
交
通
省
が
所
管
す
る
施
設
の
う
ち
港
湾
及
び
港
湾
に
係
る
海
岸
に

係
る
も
の
と
効
用
を
兼
ね
る
も
の
を
除
く
。
以
下
「
兼
用
工
作
物
」
と
い
う
。
）
並
び
に
農
林
水
産
省
及
び
国
土
交
通
省
港
湾
局
と
関
係
の
あ
る
施
設
に
係
る
災
害
復
旧
事
業

を
採
択
す
る
場
合
に
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
基
準
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

(一) 

兼
用
工
作
物
に
係
る
災
害
復
旧
事
業
に
つ
い
て
は
、
当
該
兼
用
工
作
物
の
管
理
者
が
異
な
る
場
合
に
お
い
て
も
、
そ
の
い
ず
れ
か
効
用
の
大
き
い
施
設
に
係
る
災
害
復

旧
事
業
と
し
て
採
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。 

(二) 

農
林
水
産
省
が
所
管
す
る
施
設
と
効
用
を
兼
ね
る
施
設
（
海
岸
保
全
施
設
を
除
く
。）
に
係
る
災
害
復
旧
事
業
の
採
択
は
、
建
河
発
第
三
四
二
号
、
三
〇
地
局
第
四
五
九



一
号
、
三
〇
林
野
第
一
二
五
一
八
号
「
災
害
復
旧
事
業
の
二
重
採
択
防
止
に
関
す
る
覚
書
の
取
扱
細
目
に
つ
い
て
」
に
よ
る
こ
と
。 

(三) 

河
川
又
は
道
路
に
あ
つ
て
は
港
湾
又
は
漁
港
と
、
下
水
道
に
あ
つ
て
は
港
湾
、
漁
港
又
は
か
ん
が
い
排
水
施
設
と
相
互
に
効
用
を
兼
ね
る
場
合
に
お
け
る
当
該
施
設
に

係
る
災
害
復
旧
事
業
は
、
河
川
、
道
路
又
は
下
水
道
と
し
て
の
効
用
が
大
き
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
河
川
、
道
路
又
は
下
水
道
の
災
害
復
旧
事
業
と
し
て
採
択
す
る

こ
と
。 

な
お
、
採
択
に
あ
た
つ
て
は
当
該
施
設
に
係
る
災
害
復
旧
事
業
の
申
請
に
つ
い
て
管
理
者
間
に
お
い
て
協
議
調
整
さ
せ
、
協
議
が
整
つ
た
も
の
に
つ
い
て
は
当
該
管
理 

者
の
証
明
書
を
提
出
さ
せ
、
そ
れ
を
確
認
の
う
え
採
択
す
る
こ
と
と
し
、
協
議
が
整
わ
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
保
留
と
し
て
帰
庁
の
う
え
採
否
を
決
定
す
る
こ
と
。 

（四） 

海
岸
に
係
る
災
害
復
旧
事
業
で
そ
の
採
択
に
つ
い
て
関
係
省
等
と
の
協
定
が
整
つ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
申
請
者
側
の
関
係
部
局
に
お
い
て
協
議
調
整
さ
せ
、
国 

土
交
通
省
所
管
の
災
害
復
旧
事
業
（
港
湾
及
び
港
湾
に
係
る
海
岸
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
と
し
て
協
議
が
整
つ
た
も
の
に
つ
い
て
は
当
該
部
局
長
の
証
明
書
を
提
出
さ

せ
、
そ
れ
を
確
認
の
う
え
採
択
す
る
こ
と
と
し
、
協
議
が
整
わ
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
保
留
と
し
て
帰
庁
の
う
え
採
否
を
決
定
す
る
こ
と
。 

（
共
同
施
設
に
係
る
災
害
） 

第
六
の
二 

多
目
的
ダ
ム
等
の
共
同
施
設
に
係
る
災
害
復
旧
事
業
費
は
、
当
該
施
設
の
災
害
復
旧
費
に
河
川
等
管
理
者
が
当
該
施
設
に
つ
い
て
負
担
す
る
管
理
費
の
負
担
割
合

を
乗
じ
て
得
た
額
を
限
度
と
し
て
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
ダ
ム
の
洪
水
調
節
容
量
及
び
事
前
放
流
に
係
る
容
量
内
の
土
砂
等
の
堆
積
に
係
る
災
害
） 

第
六
の
三 

要
綱
第
十
四
第
三
号
に
規
定
す
る
災
害
復
旧
事
業
に
つ
い
て
は
、
第
六
の
二
の
規
定
は
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
。 

（
応
急
仮
工
事
） 

第
七 

要
綱
第
九
第
一
号
に
掲
げ
る
工
事
（
以
下
「
応
急
仮
工
事
」
と
い
う
。）
を
採
択
す
る
場
合
に
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
基
準
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

(一) 

応
急
仮
工
事
は
、
応
急
仮
工
事
費
を
除
く
復
旧
工
事
費
が
都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
百
二
十
万
円
に
、
市
（
指
定
都
市
を
除
く
。）
町
村
に
係 

る
も
の
に
あ
つ
て
は
六
十
万
円
に
満
た
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
採
択
し
な
い
も
の
と
す
る
。 

(二) 

要
綱
第
九
第
一
号
イ
の
「
適
当
な
う
回
路
」
の
有
無
は
、
う
回
距
離
、
幅
員
、
耐
荷
重
、
路
面
状
態
、
交
通
量
等
を
勘
案
し
て
認
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

(三) 

要
綱
第
九
第
一
号
イ
に
い
う
「
主
要
地
方
道
以
外
の
都
道
府
県
道
若
し
く
は
市
町
村
道
で
交
通
上
特
に
重
要
と
認
め
ら
れ
る
も
の
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。 

 
 
 

イ 

自
動
車
の
交
通
量
が
一
日
百
台
以
上
で
あ
る
も
の
。
こ
の
場
合
の
交
通
量
の
認
定
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
道
路
管
理
者
に
よ
る
交
通
量
調
査
の
資
料
に
基
づ 

い
て
行
な
う
も
の
と
す
る
。 

 
 
 

ロ 

定
期
バ
ス
路
線
又
は
定
期
貨
物
自
動
車
路
線
に
係
る
も
の 

 
 
 

ハ 

官
公
署
、
学
校
、
病
院
、
郵
便
局
、
停
車
場
等
の
公
共
的
施
設
に
通
じ
て
い
る
も
の 

(四) 

要
綱
第
九
第
一
号
ロ
に
い
う
「
民
生
の
安
定
上
必
要
が
あ
る
」
と
は
、
食
糧
物
資
の
輸
送
又
は
復
旧
資
材
の
運
搬
等
の
た
め
に
早
急
に
交
通
路
を
確
保
す
る
必
要
が
あ

る
こ
と
を
い
う
。 



(五) 

要
綱
第
九
第
一
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
応
急
仮
工
事
に
係
る
施
設
に
は
、
渡
船
施
設
を
含
む
も
の
と
す
る
。 

(六) 

要
綱
第
九
第
一
号
ハ
に
い
う
「
通
常
の
状
態
」
の
判
断
に
あ
た
つ
て
は
、
河
川
に
あ
つ
て
は
警
戒
水
位
（
警
戒
水
位
の
定
め
の
な
い
場
合
は
河
岸
高
の
五
割
程
度)

、
海 

岸
に
あ
つ
て
は
推
定
春
秋
大
潮
満
潮
面
に
一
メ
ー
ト
ル
程
度
を
加
え
た
高
さ
を
基
準
と
し
、
通
常
発
生
波
浪
を
勘
案
し
て
行
な
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

復
旧
工
事
完
成
前
に
応
急
仮
工
事
に
係
る
施
設
（
当
該
施
設
の
工
事
中
の
も
の
を
含
む
。
）
が
被
災
し
、
当
該
施
設
に
係
る
工
事
を
早
急
に
施
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場

合
に
お
い
て
は
、
当
該
被
災
部
分
に
係
る
新
た
な
工
事
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
限
り
採
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

(一) 

当
初
の
応
急
仮
工
事
が
採
択
さ
れ
た
年
に
発
生
し
た
災
害
が
激
甚
で
あ
り
、
か
つ
、
都
道
府
県
を
単
位
と
す
る
一
水
系
若
し
く
は
一
路
線
又
は
一
吐
口
を
単
位
と
す
る 

下
水
道
に
係
る
被
災
箇
所
が
多
数
で
あ
つ
て
、
重
要
被
災
箇
所
か
ら
順
次
復
旧
し
て
い
る
こ
と
等
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
復
旧
工
事
の
着
手
又
は
施
行
が
遅
延
し
て

い
る
場
合 

 

(二) 

復
旧
工
事
の
竣
功
ま
で
に
長
期
間
を
要
す
る
場
合 

 

(三) 

原
施
設
が
被
災
し
た
年
と
同
一
年
に
お
い
て
新
た
に
被
災
し
た
場
合 

３ 

応
急
仮
工
事
の
工
法
は
、
毎
年
一
回
程
度
の
出
水
等
に
よ
り
直
ち
に
被
災
す
る
お
そ
れ
が
な
く
、
か
つ
、
で
き
る
限
り
復
旧
工
事
の
一
部
と
し
て
利
用
で
き
る
よ
う
決
定

す
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

な
お
、
要
綱
第
九
第
一
号
ハ
の
場
合
に
お
け
る
仮
締
切
工
事
に
あ
た
つ
て
は
、
仮
締
切
の
高
さ
は
、
施
行
時
期
を
考
慮
し
て
第
一
項
第
六
号
の
「
通
常
の
状
態
」
に
お
け

る
水
位
等
を
こ
え
な
い
範
囲
に
お
い
て
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
復
旧
工
法
） 

第
八 

復
旧
工
法
は
被
災
の
原
因
、
被
災
施
設
の
原
形
、
隣
接
の
施
設
、
被
災
後
の
状
況
、
過
去
の
水
文
等
の
諸
資
料
等
を
検
討
の
う
え
、
程
度
超
過
と
な
ら
な
い
よ
う
に
決

定
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
に
よ
る
復
旧
工
法
の
決
定
に
際
し
、
河
川
に
あ
つ
て
は
原
則
と
し
て
河
川
環
境
の
保
全
が
可
能
と
な
る
よ
う
な
工
法
を
選
択
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

次
に
掲
げ
る
場
合
の
復
旧
工
法
の
取
扱
い
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

(一) 

要
綱
第
三
第
二
号
イ
の
場
合
に
お
い
て
復
旧
す
べ
き
砂
防
え
ん
堤
の
水
通
し
天
端
高
は
、
被
災
施
設
の
計
画
た
い
砂
線
を
基
準
と
す
る
。 

(二) 

要
綱
第
三
第
二
号
ロ
の
場
合
に
お
い
て
設
け
る
土
砂
止
め
え
ん
堤
及
び
同
第
十
五
の
二
第
一
号
の
場
合
に
お
い
て
設
け
る
砂
防
え
ん
堤
の
水
通
し
天
端
高
は
、
そ
れ
ぞ

れ
当
該
え
ん
堤
の
設
置
位
置
よ
り
上
流
の
埋
そ
く
土
砂
を
下
流
に
流
下
さ
せ
な
い
た
め
に
必
要
な
最
小
限
度
の
高
さ
と
し
、
か
つ
、
当
該
え
ん
堤
の
数
は
、
そ
れ
ぞ
れ
原

則
と
し
て
一
基
と
す
る
ほ
か
、
要
綱
第
十
五
の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
砂
防
え
ん
堤
を
設
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
天
然
ダ
ム
を
形
成
し
て
い
る
場
合
を
除
き
、
人
家
、

公
共
施
設
、
農
耕
地
等
の
存
す
る
地
域
か
ら
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
程
度
以
内
に
埋
そ
く
土
砂
が
あ
る
場
合
に
限
る
も
の
と
す
る
。 

(三) 

被
災
し
た
橋
梁
に
つ
い
て
河
川
改
良
事
業
の
附
帯
工
事
で
架
け
替
え
、
か
さ
上
、
継
足
等
の
計
画
が
あ
る
場
合
に
は
、
要
綱
第
三
第
二
号
ヘ
の
場
合
に
準
じ
、
次
に
定

め
る
基
準
に
よ
り
取
扱
う
こ
と
。 



 
 

イ 

附
帯
工
事
と
し
て
架
け
替
え
る
計
画
の
あ
る
橋
梁
が
被
災
し
た
場
合 

(イ) 

当
該
橋
梁
の
架
け
替
え
工
事
の
費
用
負
担
に
つ
い
て
国
土
交
通
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
が
同
意
し
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
架
け
替
え
工
事
が
完
成
す
る
ま
で

の
間
に
必
要
な
最
小
限
度
の
工
事
を
採
択
す
る
も
の
と
す
る
。 

(ロ) 
（イ）
以
外
の
場
合
に
は
、
当
該
架
け
替
え
工
事
の
計
画
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
当
該
橋
梁
の
復
旧
に
必
要
な
範
囲
の
工
事
を
採
択
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

ロ 

附
帯
工
事
と
し
て
か
さ
上
、
継
足
等
（
架
け
替
え
を
除
く
。）
の
計
画
が
あ
る
橋
梁
が
被
災
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
か
さ
上
工
事
又
は
継
足
工
事
等
を
施
行
す

る
に
あ
た
つ
て
不
経
済
に
な
ら
な
い
よ
う
な
工
法
の
工
事
を
採
択
す
る
も
の
と
す
る
。 

(四) 

要
綱
第
三
第
二
号
リ
又
は
ヌ
の
場
合
に
お
け
る
け
た
下
高
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
原
橋
台
の
位
置
に
お
け
る
被
災
水
位
が
当
該
位
置
に
お
け
る
従
前
の
計
画
水
位

を
越
え
た
場
合
に
限
り
、
原
則
と
し
て
当
該
位
置
に
お
け
る
被
災
水
位
に
堤
防
の
余
裕
高
に
相
当
す
る
高
さ
（
堤
防
余
裕
高
の
な
い
未
改
修
河
川
に
あ
つ
て
は
当
該
河
川

の
規
模
等
に
相
応
す
る
高
さ
）
を
加
え
た
高
さ
ま
で
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
被
災
橋
梁
の
上
流
に
お
い
て
は
ん
濫
が
な
か
つ
た
と
想
定
す
る
場
合
に
お
け
る

洪
水
位
が
被
災
水
位
よ
り
高
い
た
め
、
又
は
河
床
の
変
動
等
の
た
め
、
け
た
下
高
を
本
文
の
規
定
に
よ
つ
て
得
ら
れ
る
高
さ
と
す
る
こ
と
が
不
適
当
な
場
合
に
は
、
慎
重

に
検
討
の
上
、
本
文
の
規
定
に
よ
つ
て
得
ら
れ
る
高
さ
以
上
の
高
さ
ま
で
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
経
済
効
果
） 

第
九 

目
論
見
書
の
経
済
効
果
欄
に
は
、
次
に
掲
げ
る
要
領
に
よ
り
正
確
に
記
載
す
る
よ
う
に
指
導
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

経
済
効
果
記
載
要
領 

 
 

イ 

記
入
数
量
の
単
位 

 
 
 
 

は
ん
濫
防
止
面
積 

 
 
 
 
 
 
 
 

ヘ
ク
タ
ー
ル 

 
 
 
 

住
家
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
建
物 
 
 
 

戸 

 
 
 
 

学
校
及
び
公
共
建
物 

 
 
 
 
 
 
 

箇
所 

 
 
 
 

工
場
、
倉
庫
等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

棟 

 
 
 
 

田
、
畑
及
び
山
林 
 
 
 
 
 
 
 
 

ヘ
ク
タ
ー
ル 

 
 
 
 

鉄
道
及
び
道
路 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

キ
ロ
メ
ー
ト
ル 

 
 
 
 

交
通
量  

徒
歩 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

人
／
日 

 
 
 
 
 
 
 
 

自
動
車 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

台
／
日 

 

下
水
道 

排
水
面
積 

 
 
 
 
 
 
 
 

ヘ
ク
タ
ー
ル 

 
 
 
 
 
 
 
 

処
理
面
積 

 
 
 
 
 
 
 
 

ヘ
ク
タ
ー
ル 

 
 
 
 
 
 
 
 

処
理
人
口 

 
 
 
 
 
 
 
 

人 



 
 

ロ 

記
入
事
項 

 
 
 
 

経
済
効
果
欄
に
記
入
す
る
事
項
は
、
被
災
施
設
の
復
旧
の
直
接
の
経
済
効
果
の
対
象
範
囲
に
含
ま
れ
る
こ
と
と
な
る
住
家
、
公
共
建
物
、
田
、
畑
、
山
林
等
の
数
量

を
記
載
す
る
こ
と
。
な
お
、
上
下
流
の
川
な
り
維
持
の
た
め
の
護
岸
、
砂
防
等
の
よ
う
に
間
接
効
果
を
主
と
す
る
場
合
は
、「
川
な
り
維
持
」
、「
砂
防
」
等
と
記
載
す
る

こ
と
。 

２ 

河
川
又
は
海
岸
に
係
る
災
害
復
旧
事
業
に
つ
い
て
、
被
災
前
の
当
該
被
災
施
設
の
設
置
時
と
周
辺
の
状
況
が
著
し
く
変
化
し
た
こ
と
に
よ
り
、
当
該
被
災
施
設
を
放
置
し

て
も
当
該
被
災
施
設
の
背
後
地
等
へ
の
影
響
が
軽
微
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
復
旧
に
よ
つ
て
得
ら
れ
る
経
済
効
果
を
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ

れ
別
に
定
め
る
単
位
当
り
被
害
額
に
よ
り
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
被
害
の
状
況
に
よ
り
こ
れ
に
よ
り
難
い
場
合
は
、
他
の
基
準
等
に
よ
り
経
済
効
果
を
算
定
で

き
る
も
の
と
す
る
。 

 

 

(一) 

住
宅
被
害 

 

(二) 

農
作
物
（
田
・
畑
）
被
害 

 

(三) 

農
地
被
害 

 

(四) 

農
業
用
施
設
被
害 

（
失
格
及
び
欠
格
理
由
） 

第
十 

失
格
又
は
欠
格
と
し
た
場
合
に
は
、
査
定
設
計
書
の
鏡
に
次
の
表
に
よ
り
失
格
又
は
欠
格
の
理
由
の
名
称
を
明
記
す
る
も
の
と
す
る
。 



十
九

十
八

十
七

十
六

十
五

十
四

十
三

十
二

十
一

十 九 八 七 六 五 四 三 二 一 番
号

小
規
模
施
設

工
事
中
災
害

天
然
河

（
海

）
岸

埋
そ
く

維
持
管
理
不
良

施
行
粗
漏

設
計
不
備

維
持
工
事

経
済
効
果
少

被
害
少

所
管
外
施
設

対
象
外
施
設

重
複

別
途
施
行

前
災
処
理

過
年
災
害

異
常
な
天
然
現
象
に

よ
ら
な
い

被
災
の
事
実
な
し

失
格

失
格
及
び
欠
格
理
由

の
名
称

法
第
六
条
第
一
項
第
九
号
に
よ
る
も
の

法
第
六
条
第
一
項
第
八
号
に
よ
る
も
の

法
第
六
条
第
一
項
第
七
号
に
よ
る
も
の

法
第
六
条
第
一
項
第
六
号
に
よ
る
も
の

法
第
六
条
第
一
項
第
五
号
に
よ
る
も
の

法
第
六
条
第
一
項
第
四
号
に
よ
る
も
の

法
第
六
条
第
一
項
第
四
号
に
よ
る
も
の

法
第
六
条
第
一
項
第
三
号
に
よ
る
も
の

法
第
六
条
第
一
項
第
二
号
に
よ
る
も
の

被
害
僅
少
に
し
て
機
能
残
存
し

、
直
ち
に
増
破
等
に

よ
り
機
能
喪
失
の
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も

の 農
林
水
産
省
が
所
管
す
る
施
設
に
係
る
も
の
並
び
に

国
土
交
通
省
が
所
管
す
る
施
設
の
う
ち
港
湾

、
港
湾

に
係
る
海
岸
及
び
公
園
に
係
る
も
の

法
第
三
条
に
該
当
し
な
い
施
設
に
係
る
も
の

既
に
採
択
さ
れ
た
災
害
復
旧
事
業
と
重
複
し
て
申
請

さ
れ
た
も
の

別
途
施
行
の
工
事
に
よ
り
復
旧
の
目
的
を
達
す
る
と

認
め
又
は
達
し
た
と
認
め
ら
れ
る
も
の

前
災
の
決
定
金
額
又
は
剰
余
金
で
処
理
す
べ
き
も
の

被
災
の
事
実
は
あ
る
が
当
年
災
害
に
よ
ら
な
い
も
の

法
第
二
条
第
一
項
に
該
当
し
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も

の 被
災
の
事
実
が
全
然
認
め
ら
れ
な
い
も
の
又
は
当
該

施
設
が
存
在
し
な
い
も
の

法
第
六
条
第
一
項
第
一
号
に
よ
る
も
の

理
　
由

 

 

（
緊
急
順
位
） 

第
十
一 

採
択
し
た
工
事
箇
所
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
緊
急
順
位
表
の
基
準
に
よ
り
当
該
工
事
の
緊
急
度
を
表
わ
す
順
位
を
決
定
し
、
査
定
設
計
書
の
鏡
に
明
記
す
る
も

の
と
す
る
。 



 

                        

（第十一）緊急順位表

順
位
/

工
種

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

河
 
川

一級河川及び二級河川
の破堤箇所で重大な被
害を与えているもの

①一級河川及び二級河川の破堤箇所でＡ以外のもの
並びに準用河川及び普通河川の破堤箇所で重大な被
害を与えているもの
②一級河川及び二級河川の堤防欠壊箇所で放置すれ
ば破堤して重大な被害を与えるおそれのあるもの
③一級河川及び二級河川の堤防の脚部に深掘れを生
じた箇所で放置すれば破堤して重大な被害を与える
おそれのあるもの
④河床が識別できない程度に埋そくした箇所で重大
な被害を与えているもの及び放置すれば重大な被害
を与えるおそれのあるもの
⑤河口付近の埋そく箇所で重大な被害を与えている
もの及び流水が著しく阻害されるた

①準用河川及び普通河川の破堤箇所でＢ以
外のもの
②一級河川及び二級河川の堤防欠壊箇所で
Ｂ以外のもの並びに準用河川及び普通河重
大な被害を与えるおそれのあるもの
③一級河川及び二級河川の堤防の脚部に深
掘れが生じた箇所でＢ以外のもの並びに準
用河川及び普通河川の堤防の脚部に深掘れ
が生じた箇所で放置すれば破堤のおそれの
あるもの
④護岸、床止、水門、ひ門、ひ管、水制
工、導流提及び天然河岸の欠壊又は破壊箇
所で放置すれば重大な被害を与えるおそれ
のあるもの

①一級河川、二級河川、準用河川及
び普通河川の堤防欠壊箇所で早急に
破堤するおそれのないもの
②一級河川、二級河川、準用河川及
び普通川の堤防欠壊箇所で放置すれ
ば破堤して河川の堤防の脚部に深掘
れが生じた箇所で早急に破堤するお
それのないもの
③護岸、床止、水門、ひ門、ひ管、
水制工､導流堤及び天然河岸の欠壊
又は破壊箇所で放置しても重大な被
害を与えるおそれのないもの
④その他これ等に類するもの

海
 
岸

破堤箇所で重大な被害
を与えているもの

①破堤箇所でＡ以外のもの
②堤防の欠壊箇所で放置すれば破堤して重大な被害
を与えるおそれのあるもの
③堤防前面の海浜が流失した箇所で重大な被害を与
えているもの
④護岸、胸壁、水門、ひ門、ひ管及び天然海岸の欠
壊又は破壊箇所で重大な被害を与えているもの

①堤防の欠壊箇所で破堤のおそれのあるも
の
②堤防前面の海浜が流失した箇所で放置す
れば重大な被害を与えるおそれのあるもの
③護岸、胸壁、水門、ひ門、ひ管及び天然
の海岸の欠壊又は破壊箇所で放置すれば重
大な被害を与えるおそれのあるもの

①堤防の欠壊箇所で早急に破堤する
おそれのないもの②護岸、胸壁、水
門、ひ門、ひ管及び天然海岸の欠壊
又は破壊箇所で放置しても重大な被
害を与えるおそれのないもの③突堤
のみの工事箇所④その他これ等に類
するもの

砂
 
防
 
設
 
備

えん堤本体の破壊箇所
でその下流に重大な被
害を与え又は与えるお
それのあるもの

①えん堤本体の破壊箇所で、その上流の既設えん堤
に影響を与えるおそれのあるもの
②流路工が識別できない程度に埋没した箇所でその
上流又は下流に重大な影響を与え、又は与えられる
おそれのあるもの
③堤防、護岸、床止、流路工、水たたき工及び山腹
工の埋没、欠壊又は破壊箇所で重大な被害を与えて
いるもの
④天然の河岸の欠壊又は埋没箇所で重大な被害を与
えているもの、又は与えるおそれのあるもの

堤防、護岸、床止、流路工、水たたき工及
び山腹工の埋没、欠壊又は破壊箇所で放置
すれば重大な被害を与えるおそれのあるも
の

①堤防、護岸、床止、流路工、水た
たき工及び山腹工の埋没、欠壊又は
破壊箇所で放置しても重大な被害を
与えるおそれのないもの
②その他これ等に類するもの

地
す
べ
り

防
止
施
設

地すべり防止施設の破
壊又は埋没箇所で、重
大な被害を与えている
もの

地すべり防止施設の埋没、欠壊又は破壊箇所で、放
置すれば重大な被害を与えるおそれのあるもの

地すべり防止施設の埋没、欠壊又は破壊箇
所で、放置すれば増破して重大な被害を与
えるおそれのあるもの

Ａ、Ｂ及びＣ以外のもの

急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
施
設

擁壁、法面保護
工、排水施設、
杭、柵、アンカー
工、雪崩防止工又
は落石防止工の欠
壊又は破壊箇所
で、人家等に重大
な被害を与え、又
は与えるおそれの
あるもの

①擁壁、法面保護工、排水施設、杭、柵、ア
ンカー工、雪崩防止工又は落石防止工の欠壊
又は破壊箇所で、放置すれば重大な被害を与
えるおそれのあるもの
②その他の欠壊又は破壊箇所で、人家等に重
大な被害を与え、又は与えるおそれのあるも
の

擁壁、法面保護工、排水施設、杭、
柵、アンカー工、雪崩防止工又は落石
防止工の欠壊又は破壊箇所で、放置す
れば増破して重大な被害を与えるおそ
れのあるもの

Ａ、Ｂ及びＣ以外のもの

道
路

(

橋
梁
を
含
む
）

幅員３メートル以
上の国道及び主要
地方道の自動車交
通不能箇所で重大
な被害を与えてい
るもの

①幅員３メートル以上の国道及び主要地方道
の自動車交通不能箇所でＡ以外のもの及び幅
員３メートル以上の地方道（主要地方道を除
く｡）の自動車交通不能箇所
②幅員３メートル以上の国道及び主要地方道
の欠壊又は破壊箇所で自動車の交通が著しく
危険なもの
③道路の交通不能箇所でう回路による交通が
著しく困難なもの
④道路の埋没箇所で重大な被害を与えている
もの

①幅員３メートル以上の地方道（主要
地方道を除く｡)の欠壊又は破壊箇所で
自動車の交通が著しく危険なもの
②道路の交通が危険な箇所でう回路に
よる交通が著しく困難なもの
③河川又は海岸沿いの道路の根固工又
は水制工及び橋梁の根固工、床止工若
しくはそで石積工の破壊箇所で放置す
れば重大な被害を与えるおそれのある
もの
④道路の埋没箇所で放置すれば重大な
被害を与えるおそれのあるもの

①道路の欠壊又は破壊箇所で
Ａ、Ｂ及びＣ以外のもの
②道路の埋没箇所で放置しても
重大な被害を与えるおそれのな
いもの
③河川又は海岸沿いの道路の根
固工又は水制工及び橋梁の根固
工、床止工若しくはそで石積工
の破壊箇所でＣ以外のもの
④橋梁のちり除工のみの工事箇
所⑤その他これ等に類するもの

下
水
道

原則として「A」と
する



（
机
上
査
定
） 

第
十
二 

査
定
は
原
則
と
し
て
実
地
に
て
行
う
も
の
と
す
る
が
、
申
請
額
が
一
千
万
円
未
満
の
箇
所
又
は
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
実
地
査
定
が
困
難
で
あ
る
箇
所
に
つ
い

て
は
、
現
地
土
木
事
務
所
等
に
お
い
て
机
上
に
て
査
定
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
写
真
、
査
定
設
計
書
等
に
よ
り
被
災
の
事
実
、
被
災
の
程
度
等
を
十
分

検
討
の
う
え
、
慎
重
に
採
否
を
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

机
上
査
定
に
よ
り
採
択
す
る
場
合
に
は
、
当
該
机
上
査
定
に
係
る
箇
所
が
異
常
天
然
現
象
に
よ
り
被
災
し
た
事
実
、
被
災
年
月
日
及
び
被
災
状
況
並
び
に
復
旧
工
法
の
概

要
に
つ
い
て
の
当
該
施
設
を
所
管
す
る
都
道
府
県
の
主
務
課
長
（
市
町
村
工
事
に
あ
つ
て
は
都
道
府
県
の
関
係
土
木
事
務
所
長
）
の
確
認
書
を
あ
ら
か
じ
め
提
出
さ
せ
る
も

の
と
す
る
。 

（
内
未
成
及
び
内
転
属
） 

第
十
三 

会
計
検
査
院
の
検
査
の
結
果
「
設
計
過
大
」「
改
良
工
事
」
等
の
指
摘
を
う
け
、
不
用
額
と
し
て
処
置
す
る
こ
と
を
命
じ
た
箇
所
が
新
た
に
被
災
し
た
場
合
に
は
、
内

未
成
額
又
は
内
転
属
額
は
当
該
不
用
額
を
差
引
い
た
額
と
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
不
用
額
に
つ
い
て
は
、
査
定
設
計
書
の
鏡
及
び
目
論
見
書
の
摘
要
欄
に
そ
の
旨
明
記
す
る
と
と
も
に
、
内
未
成
工
事
調
書
及
び
内
転
属
工
事
調
書
の
打
切
精
算
額

欄
に
朱
書
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
過
年
災
害
と
重
複
採
択
防
止
） 

第
十
四 

査
定
に
際
し
て
は
、
当
該
申
請
に
係
る
箇
所
が
過
年
災
害
で
採
択
し
た
箇
所
又
は
既
に
採
択
し
た
当
年
災
害
箇
所
と
重
複
し
て
採
択
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
留
意
し
て
行
う
こ
と
。 

(一) 

各
土
木
事
務
所
ご
と
に
過
年
災
害
で
採
択
し
た
箇
所
及
び
既
に
採
択
し
た
当
年
災
害
箇
所
で
あ
つ
て
未
着
手
の
も
の
並
び
に
当
年
災
害
と
し
て
申
請
し
た
箇
所
を
記 

入
し
た
土
木
事
務
所
の
管
内
図
又
は
国
土
地
理
院
刊
行
の
縮
尺
二
万
五
千
分
の
一
又
は
五
万
分
の
一
地
図
を
提
出
さ
せ
、
こ
れ
ら
の
地
図
、
設
計
書
、
写
真
等
に
よ
り
重

複
申
請
の
有
無
を
調
査
す
る
こ
と
。 

な
お
、
工
事
箇
所
は
要
綱
第
十
八
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
方
法
に
従
つ
て
記
入
し
、
工
事
別
を
表
示
す
る
符
号
の
内
部
を
過
年
災
害
で
採
択
し
た
箇
所
で
未
着
手 

の
も
の
に
あ
つ
て
は
薄
黄
色
で
、
既
に
採
択
し
た
当
年
災
害
箇
所
で
未
着
手
の
も
の
に
あ
つ
て
は
薄
緑
色
で
ぬ
り
つ
ぶ
す
こ
と
。 

(二) 

管
理
者
を
異
に
す
る
兼
用
工
作
物
及
び
準
用
河
川
又
は
普
通
河
川
の
区
域
内
に
あ
る
砂
防
設
備
に
係
る
災
害
並
び
に
被
害
が
広
範
囲
に
わ
た
り
、
か
つ
、
甚
大
で
あ
る 

災
害
に
つ
い
て
は
重
複
申
請
の
有
無
を
特
に
慎
重
に
調
査
す
る
こ
と
。 

（
協
議
設
計
） 

第
十
五 

災
害
復
旧
事
業
の
採
択
に
あ
た
り
、
当
該
事
業
が
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
事
業
の
実
施
に
あ
た
り
、
そ
の
設
計
を
協
議
す
べ
き
旨
の
条
件
を

附
す
る
も
の
と
す
る
。 

(一) 

決
定
工
法
が
他
の
事
業
と
の
関
連
に
お
い
て
特
に
検
討
す
る
必
要
の
あ
る
場
合 



(二) 

地
形
、
地
盤
等
の
状
況
か
ら
み
て
特
に
検
討
す
る
必
要
の
あ
る
場
合 

(三) 

用
地
費
又
は
補
償
費
が
多
額
の
場
合 

(四) 
そ
の
他
の
場
合
で
特
に
そ
の
設
計
を
協
議
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合 

２ 

前
項
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
査
定
設
計
書
の
鏡
に
そ
の
旨
を
明
記
す
る
と
と
も
に
、
協
議
設
計
箇
所
調
書
の
理
由
欄
に
そ
の
理
由
を
詳
細
に
記
入
す
る
も
の
と 

す
る
こ
と
。 

（
保
留
） 

第
十
五
の
二 

災
害
復
旧
事
業
の
査
定
に
あ
た
り
、
当
該
事
業
が
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
は
、
採
択
を
保
留
し
て
帰
庁
の
上
、
そ
の
採
否
を
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

(一) 

一
箇
所
の
決
定
見
込
金
額
が
四
億
円
以
上
と
な
る
場
合 

(二) 

災
害
復
旧
事
業
の
採
択
に
つ
い
て
、
事
務
上
又
は
技
術
上
更
に
検
討
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
場
合 

(三) 

第
六
第
三
号
又
は
第
四
号
に
該
当
す
る
場
合
等
他
の
関
係
省
庁
そ
の
他
と
協
議
を
要
す
る
場
合 

(四) 

手
直
工
事
又
は
補
強
工
事
の
施
行
前
又
は
施
行
中
に
生
じ
た
災
害
に
よ
り
被
災
し
た
場
合
で
、
当
該
施
設
に
係
る
工
事
が
完
了
し
た
場
合
に
あ
つ
て
も
被
災
し
た
で
あ 

ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
場
合 

２ 

前
項
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
査
定
設
計
書
の
鏡
に
そ
の
旨
を
明
記
す
る
と
と
も
に
、
保
留
箇
所
調
書
の
保
留
事
由
欄
に
そ
の
内
容
を
詳
細
に
記
入
す
る
も
の
と

す
る
こ
と
。 

（
特
記
事
項
） 

第
十
六 

災
害
復
旧
事
業
の
採
択
に
あ
た
り
、
当
該
事
業
の
う
ち
、
第
十
五
及
び
第
十
五
の
二
の
規
定
に
よ
り
取
り
扱
わ
れ
る
も
の
以
外
の
も
の
で
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当

す
る
場
合
に
は
、
特
記
事
項
調
書
の
理
由
欄
に
採
択
の
理
由
を
詳
細
に
記
入
す
る
も
の
と
す
る
。 

(一) 

要
綱
第
三
第
二
号
リ
に
よ
り
木
橋
又
は
一
部
が
木
造
で
あ
る
橋
梁
の
木
造
部
分
の
全
部
又
は
一
部
を
永
久
構
造
と
し
、
又
は
こ
れ
に
伴
い
け
た
下
高
を
上
げ
る
こ
と
と

す
る
場
合 

 

(二) 

河
川
又
は
道
路
の
付
替
を
認
め
る
こ
と
と
す
る
場
合 

 

(三) 

決
定
金
額
が
著
し
く
大
き
く
な
る
箇
所
を
採
択
す
る
場
合 

 

(四) 

要
綱
第
三
第
二
号
ト
に
よ
り
被
災
箇
所
を
含
む
区
間
全
体
に
わ
た
る
一
定
計
画
の
も
と
に
施
行
す
る
工
事
を
採
択
す
る
場
合 

 

(五) 

前
災
が
欠
格
又
は
失
格
と
な
つ
た
箇
所
を
新
た
に
採
択
す
る
場
合 

 

(六) 

そ
の
他
特
異
な
場
合 

（
復
命
書
） 

第
十
七 

復
命
を
要
す
る
事
項
及
び
そ
の
順
序
は
次
の
と
お
り
と
す
る
も
の
と
す
る
。 



 
 

な
お
、
地
方
整
備
局
等
査
定
分
に
つ
い
て
は
、
第
十
六
号
か
ら
第
十
九
号
に
規
定
す
る
調
書
は
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。 

 
(一) 

復
命
書
の
鏡
（
別
紙
１
） 

 

(二) 
検
査
の
概
要
（
別
紙
２
） 

 

(三) 

災
害
総
計
表
（
要
綱
別
記
第
二
の
第
一
表
（
河
川
等
）
に
同
じ
。） 

 

(四) 

市
町
村
工
事
内
訳
調
書
（
別
紙
３
） 

 

(五) 

被
災
原
因
別
調
書
（
別
紙
４
） 

 

(六) 

市
町
村
被
災
原
因
別
調
書
（
別
紙
５
） 

 

(七) 

検
査
申
請
済
被
害
報
告
額
調
書
（
別
紙
６
） 

 

(八) 

内
未
成
工
事
調
書
（
別
紙
７
） 

 

(九) 

内
転
属
工
事
調
書
（
別
紙
８
） 

 

(十) 

失
格
箇
所
調
書
（
別
紙
９
） 

（
十
一
）

欠
格
箇
所
調
書
（
別
紙
10
） 

 
(

十
二 

緊
急
順
位
別
調
書
（
別
紙
11
） 

 
(

十
三) 

協
議
設
計
箇
所
調
書
（
別
紙
12
） 

 
(

十
四) 

保
留
箇
所
調
書
（
別
紙
13
） 

 
(

十
五) 

特
記
事
項
調
書
（
別
紙
14
） 

 
(

十
六) 

災
害
復
旧
助
成
事
業
箇
所
調
書
（
別
紙
15
） 

 
(

十
七) 

災
害
関
連
事
業
箇
所
調
書
（
別
紙
16
） 

 
(

十
八) 

河
川
等
災
害
関
連
特
別
対
策
事
業
箇
所
調
書
（
別
紙
17
） 

 
(

十
九) 

特
定
小
川
災
害
関
連
環
境
再
生
事
業
箇
所
調
書
（
別
紙
18
） 

 
(

二
十) 

目
論
見
書 

 
(

二
十
一)

災
害
箇
所
図
（
管
内
図
） 

 
(

二
十
二)

そ
の
他
必
要
な
資
料 

（
災
害
復
旧
助
成
事
業
） 

第
十
八 

災
害
復
旧
助
成
事
業
（
以
下
「
助
成
事
業
」
と
い
う
。
）
の
候
補
箇
所
を
選
定
す
る
場
合
に
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
基
準
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

(一) 

被
害
激
甚
で
あ
つ
て
災
害
復
旧
工
事
の
み
で
は
十
分
な
効
果
を
期
待
で
き
な
い
も
の 



(二) 

総
工
事
費
の
う
ち
助
成
工
事
費
の
占
め
る
割
合
が
原
則
と
し
て
五
割
以
下
の
も
の
で
あ
つ
て
助
成
工
事
費
が
六
億
円
を
こ
え
る
も
の 

(三) 

原
則
と
し
て
他
の
改
良
計
画
が
な
い
も
の 

(四) 
助
成
事
業
費
に
よ
つ
て
得
ら
れ
る
効
果
が
大
で
あ
る
も
の 

(五) 

上
下
流
（
前
後
）
に
悪
影
響
を
与
え
な
い
も
の 

２ 

助
成
事
業
に
お
い
て
降
雨
の
規
模
が
極
め
て
大
き
く
被
災
流
量
を
下
回
る
計
画
流
量
を
設
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
場
合
又
は
氾
濫
流
対
策
を
実
施
す
る
方
が
連
続
堤
の
整
備

等
に
比
べ
て
経
済
的
に
有
利
で
あ
る
場
合
は
、
必
要
に
応
じ
氾
濫
流
対
策
を
局
部
的
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

助
成
事
業
が
未
着
手
又
は
施
行
中
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
助
成
事
業
区
域
内
に
計
画
を
根
本
的
に
再
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
災
害
が
新
た
に
発
生
し
た
と

き
は
、
新
規
助
成
事
業
と
し
て
計
画
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
助
成
事
業
が
施
行
中
の
場
合
に
あ
つ
て
は
災
害
発
生
時
の
出
来
高
で
打
切
る
も
の
と

す
る
。 

（
災
害
関
連
事
業
） 

第
十
九 

災
害
関
連
事
業
の
候
補
箇
所
を
選
定
す
る
場
合
に
は
、
災
害
復
旧
事
業
と
し
て
採
択
し
た
箇
所
又
は
こ
れ
を
含
め
た
一
連
の
施
設
の
再
度
災
害
を
防
止
す
る
も
の
で

あ
つ
て
、
か
つ
、
構
造
物
の
強
化
等
を
図
る
改
良
計
画
の
一
環
と
な
る
箇
所
に
つ
い
て
次
の
各
号
に
定
め
る
基
準
に
よ
り
査
定
の
際
調
査
す
る
も
の
と
す
る
。 

(一) 

一
般
基
準 

 
 

イ 

総
工
事
費
の
う
ち
災
害
関
連
工
事
費
の
占
め
る
割
合
が
原
則
と
し
て
五
割
以
下
の
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
一
箇
所
の
災
害
関
連
工
事
費
が
都
道
府
県
及
び
指
定
都
市 

に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
二
、
四
〇
〇
万
円
以
上
、
市
（
指
定
都
市
を
除
く
。）
町
村
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
一
、
八
〇
〇
万
円
以
上
の
も
の 

 
 

ロ 

原
則
と
し
て
他
の
改
良
計
画
が
な
い
も
の 

 
 

ハ 

災
害
関
連
事
業
費
に
よ
つ
て
得
ら
れ
る
効
果
が
大
で
あ
る
も
の 

(二) 

工
事
別
採
択
基
準 

 
 

イ 

河
川
工
事 

(イ) 

被
災
箇
所
を
こ
れ
に
接
続
す
る
未
災
箇
所
を
含
め
て
当
該
被
災
箇
所
に
接
近
し
た
堤
防
の
高
さ
又
は
断
面
に
あ
わ
せ
て
か
さ
上
げ
し
又
は
拡
大
し
て
施
行
す
る
工 

 

事 

(ロ) 

越
水
又
は
越
波
に
よ
り
局
部
的
に
被
災
し
た
箇
所
及
び
こ
れ
に
接
続
す
る
未
災
箇
所
を
か
さ
上
げ
し
又
は
巻
堤
と
し
て
施
行
す
る
工
事 

(ハ) 

災
害
原
因
が
河
状
不
良
に
よ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
流
路
の
屈
曲
を
是
正
し
、
若
し
く
は
洪
水
の
疎
通
を
図
る
た
め
に
施
行
す
る
工
事
、
部
分 

的
に
上
下
流
の
堤
防
法
線
に
な
ら
つ
て
当
該
箇
所
の
法
線
を
後
退
さ
せ
若
し
く
は
河
積
を
拡
大
し
て
施
行
す
る
工
事
、
導
流
堤
を
新
設
し
若
し
く
は
改
築
し
て
施
行 

す
る
工
事
、
寄
州
切
取
及
び
水
制
工
の
併
用
に
よ
り
乱
流
若
し
く
は
偏
流
を
緩
和
し
て
施
行
す
る
工
事
又
は
障
害
物
を
除
却
す
る
た
め
に
施
行
す
る
工
事 

(二) 

落
差
工
、
帯
工
等
を
新
設
し
て
乱
流
、
河
床
の
低
下
等
を
防
止
す
る
た
め
に
施
行
す
る
工
事 



(ホ) 

被
害
激
甚
で
あ
つ
て
災
害
復
旧
工
事
の
み
で
は
充
分
な
効
果
を
期
待
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
一
定
計
画
に
よ
り
改
良
し
、
再
度
災
害
を
防
止
す
る
た
め
に
施
行 

す
る
工
事
。
た
だ
し
、
災
害
関
連
工
事
費
が
六
億
円
以
下
の
も
の
。 

(へ) 

被
災
箇
所
に
接
続
し
た
ぜ
い
弱
な
残
存
施
設
を
改
築
し
又
は
補
強
し
て
施
行
す
る
工
事 

(ト) 
(イ)
、
(ロ)
、
（ハ）
、
（二）
、
（ホ）
又
は
（へ）
の
工
事
に
お
い
て
行
う
次
に
掲
げ
る
工
事 

(ⅰ) 
震
災
対
策
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
、
階
段
、
坂
路
、
取
水
堰
等
の
施
設
を
新
設
し
て
施
行
す
る
工
事 

(ⅱ) 

災
害
関
連
事
業
が
被
災
時
の
流
量
規
模
を
下
回
る
計
画
規
模
で
実
施
せ
ざ
る
を
得
な
い
場
合
又
は
そ
の
他
特
に
河
川
情
報
施
設
の
整
備
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る 

場
合
に
、
水
位
計
等
の
観
測
施
設
及
び
観
測
さ
れ
た
デ
ー
タ
を
伝
達
す
る
た
め
の
施
設
を
新
設
し
て
施
行
す
る
工
事 

(チ) 

(ホ)
の
工
事
に
お
い
て
降
雨
の
規
模
が
極
め
て
大
き
く
被
災
流
量
を
下
回
る
計
画
流
量
を
設
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
場
合
又
は
氾
濫
流
対
策
を
実
施
す
る
方
が
連
続 

堤
の
整
備
等
に
比
べ
て
経
済
的
に
有
利
で
あ
る
場
合
は
、
必
要
に
応
じ
て
局
部
的
に
行
う
氾
濫
流
対
策
の
工
事 

(リ) 

水
路
、
渓
流
等
の
異
常
な
出
水
に
よ
り
、
い
つ
水
氾
濫
、
土
砂
流
出
等
を
生
じ
、
こ
れ
ら
が
当
該
災
害
の
発
生
の
原
因
と
な
つ
た
場
合
、
そ
の
原
因
を
除
去
又
は 

是
正
す
る
工
事 

ロ 

海
岸
工
事 

(イ) 

被
災
箇
所
を
こ
れ
に
接
続
す
る
未
災
箇
所
を
含
め
て
当
該
被
災
箇
所
に
接
近
し
た
堤
防
の
高
さ
又
は
断
面
に
あ
わ
せ
て
か
さ
上
げ
し
若
し
く
は
拡
大
し
、
又
は
胸 

壁
を
新
設
し
て
施
行
す
る
工
事 

(ロ) 

越
水
又
は
越
波
に
よ
り
局
部
的
に
被
災
し
た
箇
所
及
び
こ
れ
に
接
続
す
る
未
災
箇
所
に
護
岸
、
胸
壁
、
消
波
工
等
を
新
設
し
て
施
行
す
る
工
事 

(ハ) 

突
堤
、
離
岸
堤
等
の
新
設
に
よ
り
土
砂
の
た
い
積
を
図
る
と
と
も
に
波
力
を
減
殺
し
又
は
根
固
の
強
化
を
図
る
た
め
に
施
行
す
る
工
事 

(二) 

被
害
激
甚
で
あ
つ
て
災
害
復
旧
工
事
の
み
で
は
充
分
な
効
果
を
期
待
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
一
定
計
画
に
よ
り
改
良
し
、
再
度
災
害
を
防
止
す
る
た
め
に
施
行 

す
る
工
事
。
た
だ
し
、
災
害
関
連
工
事
費
が
六
億
円
以
下
の
も
の
。 

(ホ) 

被
災
箇
所
に
接
続
し
た
ぜ
い
弱
な
残
存
施
設
を
改
築
し
又
は
補
強
し
て
施
行
す
る
工
事 

ハ 

砂
防
工
事 

(イ) 

被
災
箇
所
を
こ
れ
に
接
続
す
る
未
災
箇
所
を
含
め
て
当
該
被
災
箇
所
に
接
近
し
た
堤
防
の
高
さ
又
は
断
面
に
あ
わ
せ
て
か
さ
上
げ
し
又
は
拡
大
し
て
施
行
す
る
工 

 

事 

(ロ) 

被
災
原
因
が
河
状
不
良
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
に
お
い
て
流
路
の
屈
曲
を
是
正
し
若
し
く
は
洪
水
の
疎
通
を
図
る
た
め
に
施
行
す
る
工
事
又
は
障
害
物
を 

除
去
す
る
た
め
に
施
行
す
る
工
事 

(ハ) 

床
固
工
、
帯
工
等
を
新
設
し
て
乱
流
、
河
床
の
低
下
等
を
防
止
す
る
た
め
に
施
行
す
る
工
事 

(二) 

被
害
激
甚
で
あ
つ
て
災
害
復
旧
工
事
の
み
で
は
充
分
な
効
果
を
期
待
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
一
定
計
画
に
よ
り
改
良
し
、
再
度
災
害
を
防
止
す
る
た
め
に
施
行 



す
る
工
事 

(ホ) 

砂
防
指
定
地
内
に
存
す
る
準
用
河
川
又
は
普
通
河
川
の
天
然
の
河
岸
が
欠
壊
し
、
災
害
復
旧
事
業
の
み
で
は
十
分
な
効
果
が
期
待
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
一
定 

計
画
に
よ
り
改
良
し
、
治
水
上
砂
防
の
た
め
に
施
行
す
る
工
事 

(へ) 
被
災
箇
所
に
接
続
し
た
ぜ
い
弱
な
残
存
施
設
を
改
築
し
又
は
補
強
し
て
施
行
す
る
工
事 

(ト) 

水
路
、
渓
流
等
の
異
常
な
出
水
に
よ
り
、
い
つ
水
氾
濫
、
土
砂
流
出
等
を
生
じ
、
こ
れ
ら
が
当
該
災
害
の
発
生
の
原
因
と
な
つ
た
場
合
、
そ
の
原
因
を
除
去
又
は 

是
正
す
る
工
事 

ニ 

地
す
べ
り
防
止
工
事 

 
 
 
 
 

被
災
箇
所
を
含
ん
だ
ブ
ロ
ッ
ク
に
お
い
て
被
災
箇
所
に
接
続
又
は
接
近
し
た
ぜ
い
弱
な
残
存
施
設
を
改
築
し
又
は
補
強
し
て
施
行
す
る
工
事 

ホ 

急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
工
事 

(イ) 

被
災
箇
所
を
こ
れ
に
接
続
す
る
未
災
箇
所
を
含
め
て
当
該
被
災
箇
所
に
接
近
し
た
急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
施
設
の
位
置
、
規
模
、
構
造
等
に
あ
わ
せ
て
施
行
す
る
工 

 

事 

(ロ) 

被
害
激
甚
で
あ
つ
て
災
害
復
旧
工
事
の
み
で
は
十
分
な
効
果
を
期
待
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
一
定
計
画
に
よ
り
改
良
し
、
再
度
災
害
を
防
止
す
る
た
め
に
施
行 

す
る
工
事 

(ハ) 

被
災
箇
所
に
接
続
又
は
接
近
し
た
ぜ
い
弱
な
残
存
施
設
を
改
築
し
又
は
補
強
し
て
施
行
す
る
工
事 

(二) 

被
災
箇
所
に
接
続
又
は
接
近
し
た
ぜ
い
弱
な
残
存
斜
面
に
つ
い
て
、
地
形
、
地
質
及
び
背
後
地
の
状
況
等
を
考
慮
し
て
再
度
災
害
を
防
止
す
る
た
め
に
災
害
復
旧 

工
事
に
追
加
し
て
施
行
す
る
工
事 

ヘ 

道
路
工
事 

(イ) 

被
災
箇
所
を
こ
れ
に
接
続
す
る
未
災
箇
所
を
含
め
て
当
該
路
線
の
幅
員
等
を
道
路
構
造
令
に
規
定
す
る
規
格
の
範
囲
内
に
お
い
て
改
良
し
て
施
行
す
る
工
事 

(ロ) 

山
手
法
面
崩
壊
の
場
合
に
お
い
て
災
害
復
旧
工
事
に
追
加
し
て
施
行
す
る
山
腹
工
事 

(ハ) 

巻
立
の
な
い
ト
ン
ネ
ル
に
お
け
る
被
災
箇
所
に
接
続
し
た
箇
所
で
将
来
崩
壊
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
巻
立
し
て
施
行
す
る
工
事 

(二) 

復
旧
効
果
を
更
に
合
理
化
さ
せ
る
た
め
に
路
線
又
は
道
路
の
区
域
変
更
等
改
良
し
て
施
行
す
る
工
事 

(ホ) 

被
災
箇
所
に
接
続
し
た
ぜ
い
弱
な
残
存
施
設
を
改
築
し
又
は
補
強
し
て
施
行
す
る
工
事 

(へ) 

河
川
又
は
海
岸
と
効
用
を
兼
ね
る
道
路
に
つ
い
て
、
河
川
又
は
海
岸
に
係
る
災
害
関
連
工
事
の
採
択
基
準
を
準
用
し
て
施
行
す
る
工
事 

(ト) 

被
災
箇
所
又
は
こ
れ
に
接
続
す
る
未
災
箇
所
を
そ
の
前
方
又
は
後
方
で
近
く
施
行
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
道
路
工
事
の
計
画
に
あ
わ
せ
て
道
路
構
造
令
に
規
定 

す
る
規
格
の
範
囲
内
に
お
い
て
改
良
し
て
施
行
す
る
工
事 

(チ) 

水
路
、
渓
流
等
の
異
常
な
出
水
に
よ
り
、
い
つ
水
氾
濫
、
土
砂
流
出
等
を
生
じ
、
こ
れ
ら
が
当
該
災
害
の
発
生
の
原
因
と
な
つ
た
場
合
、
そ
の
原
因
を
除
去
又
は 



是
正
す
る
工
事 

ト 

橋
梁
工
事 

(イ) 

河
川
改
良
事
業
の
附
帯
工
事
と
し
て
架
け
替
え
、
か
さ
上
、
継
足
等
の
工
事
が
近
く
施
行
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
橋
梁
を
河
川
改
良
計
画
に
あ
わ
せ
て
施
行
す 

る
工
事 

(ロ) 

災
害
復
旧
事
業
に
お
い
て
永
久
構
造
の
橋
梁
と
し
て
採
択
さ
れ
た
橋
梁
の
未
災
部
分
を
永
久
構
造
と
し
て
、
又
は
全
延
長
に
わ
た
り
幅
員
を
拡
幅
し
て
施
行
す
る 

工
事 

(ハ) 

橋
梁
の
一
部
が
流
失
し
た
場
合
に
お
い
て
被
災
洪
水
を
対
象
と
し
て
全
延
長
に
わ
た
り
か
さ
上
し
て
施
行
す
る
工
事 

(二) 

根
固
工
、
床
固
工
等
を
新
設
し
、
未
災
区
間
を
補
強
し
て
施
行
す
る
工
事 

(ホ) 

路
線
又
は
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
架
橋
位
置
を
変
更
し
て
施
行
す
る
工
事 

(へ) 

河
川
管
理
施
設
等
構
造
令
に
規
定
す
る
規
格
の
範
囲
内
に
お
い
て
改
良
し
て
施
行
す
る
工
事 

(ト) 

被
災
箇
所
又
は
こ
れ
に
接
続
す
る
未
災
箇
所
を
、
そ
の
前
方
又
は
後
方
で
近
く
施
行
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
道
路
工
事
の
計
画
に
あ
わ
せ
て
道
路
構
造
令
に
規 

定
す
る
規
格
の
範
囲
内
に
お
い
て
改
良
し
て
施
行
す
る
工
事 

チ 

下
水
道
工
事 

(イ) 

被
災
箇
所
を
こ
れ
に
接
続
す
る
未
災
箇
所
を
含
め
て
当
該
被
災
箇
所
に
接
近
し
た
下
水
道
施
設
の
位
置
、
規
模
、
構
造
等
に
あ
わ
せ
て
施
行
す
る
工
事 

(ロ) 

被
害
激
甚
で
あ
つ
て
災
害
復
旧
工
事
の
み
で
は
充
分
な
効
果
を
期
待
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
一
定
計
画
に
よ
り
改
良
し
、
再
度
災
害
を
防
止
す
る
た
め
に
施
行 

す
る
工
事 

(ハ) 

被
災
箇
所
に
接
続
し
た
ぜ
い
弱
な
残
存
施
設
を
改
築
し
又
は
補
強
し
て
施
行
す
る
工
事 

２ 

次
に
掲
げ
る
二
以
上
の
工
事
箇
所
で
、
一
体
と
み
な
し
て
施
行
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
得
ら
れ
る
効
果
が
大
で
あ
る
も
の
に
係
る
前
項
第
一
号
イ
の
基
準
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
当
該
二
以
上
の
工
事
箇
所
を
一
箇
所
と
み
な
し
て
総
工
事
費
の
う
ち
災
害
関
連
工
事
費
の
占
め
る
割
合
を
算
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

 

(一) 

接
近
し
て
施
行
さ
れ
る
同
一
工
種
の
工
事
箇
所
で
、
異
な
る
管
理
者
に
よ
り
施
行
さ
れ
る
も
の 

 

(二) 

接
近
し
て
施
行
さ
れ
る
河
川
工
事
箇
所
、
海
岸
工
事
箇
所
、
砂
防
工
事
箇
所
、
道
路
工
事
箇
所
又
は
橋
梁
工
事
箇
所 

３ 

災
害
関
連
事
業
区
域
内
に
新
た
に
災
害
が
発
生
し
た
場
合
の
災
害
関
連
事
業
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
第
十
八
第
三
項
の
規
定
に
準
ず
る
も
の
と
す
る
。 




